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高輪地区総合支所まちづくり課 

 

議案第２３号 指定管理者の指定について（港区立古川さくら児童遊園） 

 

１ 施設名称等 

施設名称 所在地 

港区立古川さくら児童遊園 東京都港区白金一丁目２番４号 

 

２ 非公募による指定管理者候補者の選定の経過及び理由 

（１）経過 

港区立古川さくら児童遊園は、白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業

により整備しました。令和４年第４回港区議会定例会において、港区立児童遊園

条例の一部を改正する条例が可決され、令和５年２月１日に開設しました。 

令和５年４月１日から指定管理者制度を導入するため、令和５年１月１０日に

開催した港区指定管理者選定委員会において、非公募により指定管理者候補者を

選定しました。 

（２）非公募の理由 

「区立公園及び児童遊園への指定管理者制度導入の考え方」（平成２８年１月策 

定）に基づき、高輪地区の公園・児童遊園は、グループ化により指定管理者制度 

を導入しています。区民サービスの向上やコストの削減が図られるなどのスケー 

ルメリットの観点から、他の高輪地区の公園・児童遊園とグループ化し、同一事 

業者により管理運営することが適切です。 

   以上のことから、「指定管理者制度運用指針」Ⅲ‐１‐（２）‐④‐ウ「その他、 

区長が特別の事情があると認める場合」に該当するため、非公募で選定します。 

 

３ 選定された事業者 

名 称 株式会社グリーバル 

代表者 代表取締役 村木 孝 

所在地 東京都港区芝一丁目１２番７号 

 

４ 指定期間 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで（２年） 

 

５ 今後の予定 

   令和５年４月１日 指定管理者による管理運営の開始 

令和５年２月１６日 資料 No.３ 
建 設 常 任 委 員 会 
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指定管理者候補者選定調書（非公募用） 

担当部課名 高輪地区総合支所まちづくり課  

 

●指定の概要  

施設名 港区立古川さくら児童遊園 

事業者名 株式会社グリーバル 

事業者所在地 東京都港区芝一丁目 12 番 7 号 

事業者代表者 株式会社グリーバル 

代表取締役 村木 孝  

指定期間 令和５年４月１日～令和７年３月３１日（２年） 

公募・非公募の区別 非公募 

 

 

●主な事業提案  

業務内容 概要 

施設の管理及び点検の考

え方と具体的な取組 

危険箇所の早期発見に努め、事故等を未然に防ぐために、日常巡

回を週 1 回、各項目についてチェックシートを用いて異常の確認を

行います。また、年度ごとに補修、修繕の必要性の確認を行いま

す。 

植物の管理及び点検の考

え方と具体的な取組 

桜等の樹木の日常点検を週１回実施し、不健全樹木の早期発

見・早期対処に努めます。区の樹木管理マニュアルによる樹木

診断に加え、樹木診断を実施しない年に樹木医による根株診断

を行います。 

顧客満足度（ＣＳ）への具体

的な取組 

年に１回、各公園等についてアンケートを実施し、利用者のニーズ

の把握に努めます。また、３ヶ月に１回、利用者との座談会を実施

し、座談会で出た意見等をホームページや SNS にて報告します。 

公園等の広報活動につい

ての具体的な取組 

高輪地区のみどりや地域に根ざした公園等の魅力を発信するた

め、「高輪みどり手帳」を定期的に発行します。また、草花の開花情

報等、時差なく利用者に届けたい情報はホームページやSNSによ

り発信します。 
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●収支計画  

                                                    （金額：千円） 

*各区分の端数調整はしていないため、合計欄と一致しない場合があります。 

 

●非公募の理由 

 「区立公園及び児童遊園への指定管理者制度導入の考え方」（平成 28 年 1 月策定）に基づき、

高輪地区の公園・児童遊園は、既にグループ化により指定管理者制度を導入しています。スケー

ルメリットの観点から、他の高輪地区の公園・児童遊園とグループ化し、同一事業者により管理運

営することが適切です。 

 以上のことから、「指定管理者制度運用指針」Ⅲ‐１‐（２）‐④‐ウ「その他、区長が特別の事情が

あると認める場合」に該当するため、非公募で選定します。 

 

 

区分 令和５年度 令和６年度 合計 

職員人件費 173 173 ３４６ 

光熱水費 66 66 1３２ 

修繕費 ― ― ― 

事業運営費 ― ― ― 

施設管理経費 １,０８０ １,０８０ ２,１６０ 

その他経費 １３０ １３０ ２６０ 

歳出合計 １,４４９ １,４４９ ２,８９７ 

指定管理料 １,４４９ １,４４９ ２,８９７ 

歳入合計 １,４４９ １,４４９ ２,８９７ 
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指定管理者指定申請に対する審査表                                                                                                   

１ 施設名   港区立古川さくら児童遊園  

 

２ 申請者  主たる事務所の所在地   港区芝一丁目 12 番７号  

       法 人 等 の 名 称   株式会社グリーバル  

       代 表 者 の 氏 名   代表取締役 村木 孝   

 

３ 申請に対する審査等 

審  査  項  目 根拠となる例規（条例等） 申請書及び添付書類に記載された内容 結          果 

児童遊園の管理業務について相当の知識

及び経験を有する者を当該業務に従事さ

せることができること。 

港区立児童遊園条例第７条第２項第１号 

 

所長は、類似施設において他の公園・児童遊園の管理運営責

任者及び植栽管理責任者の経歴を有しており、管理運営を統

括するにあたり必要な能力を有しています。また、巡回リーダ

ー、作業リーダー、巡回職員を各１名ずつ、作業職員を２名配置

しており、十分な体制が整っています。また、港区立古川さく

ら児童遊園は、常緑樹のソヨゴやシラカシ、落葉樹のソメ

イヨシノ等、四季を感じられる樹木が多く植えられてお

り、樹木管理をするうえで、専門的な知識が必要です。特

に若木の桜が多くあることから桜の育成に関する維持管理

業務を行います。さらに桜を活用したイベント事業を行い

ます。 

豊富な知識と経験を有するスタッフと利用者のニーズに迅速

に対応できる人員配置ができています。また、現在の高輪地

区総合支所管内の公園及び児童遊園の管理においても、感

染症対策の徹底、台風等の影響が予想される際は、自主的に

巡回を行うなど、安全、安心を第一とした管理運営を行ってお

ります。桜を含め樹木が多く植栽されている他の公園等につ

いても、適切に管理されており、桜を活用したイベント事業も

期待できます。港区立古川さくら児童遊園においても、他の

高輪地区総合支所管内の公園・児童遊園と一元化した人員

配置がなされることから、良好な管理体制がとられるものと判

断します。 

安定的な経営基盤を有していること。 港区立児童遊園条例第７条第２項第２号 

 

― 区が指定した公認会計士による財務状況分析は「可（安定的

な経営基盤を有している）」、資金計画分析は「A（特に優れて

いる）」となっていることから、引き続き安定した経営状況であ

ると判断します。 

児童遊園の効用を最大限に発揮するととも

に、効率的な管理ができること。 

港区立児童遊園条例第７条第２項第３号 

 

現在、他の高輪地区総合支所管内の公園・児童遊園の管理運

営を行っており、利用頻度や施設特性に応じた柔軟な管理作

業計画を実施しています。 

港区立古川さくら児童遊園についても一元管理をすることで、

事業者が有するノウハウを活用し、児童遊園の特徴に合わせた

効率的な維持管理を行います。 

現在も高輪地区総合支所管内の公園及び児童遊園の管理

運営業務を行っており、港区立古川さくら児童遊園について

も一体的に管理・巡回等を行うことで、安定的かつ効率的な

管理運営がなされると判断します。 

関係法令及び条例の規定を遵守し、適正

な管理を行うことができること。 

港区立児童遊園条例第７条第２項第４号 

 

現在、「港区情報安全対策指針」及び「港区個人情報保護条

例」等に則った個人情報取扱ルールを定め、毎年、個人情報取

扱に関する教育を実施するなど、個人情報の安全な取扱を徹

底しています。 

また、「港区危機管理マニュアル」をもとに危機管理マニュアル

を独自に定め、緊急時の連絡体制の確立や職員の対応訓練を

実施しています。 

港区立古川さくら児童遊園についても、引き続き同様の管理を

行います。  

現在、他の高輪地区総合支所管内の公園・児童遊園の管理

運営に当たり、「港区立公園条例」や「港区立児童遊園条例」、

また、個人情報保護や危機管理に関する関係法令及び条例

の規定を遵守し、適正な管理を行っています。 

港区立古川さくら児童遊園についても同様に、適正な管理が

行われるものと判断します。 

区と密接に連携して管理を行うことができ

ること。 

港区立児童遊園条例第７条第２項第５号 

 

現在、他の高輪地区総合支所管内の公園・児童遊園の管理運

営では、園内での異常発生時や緊急時に、区と連携して対応

する体制を整えています。 

港区立古川さくら児童遊園についても同様の管理を引き続き

行い、区と密接に連携した児童遊園管理に努めます。 

指定管理者は、現在、他の高輪地区総合支所管内の公園・児

童遊園の管理運営の中で、巡回報告・維持管理状況など、週

に１回、区に対して報告をしており、異常発生時や緊急時にお

いては、その都度、現地写真等を共有し対応についての協議

を行っております。 

これまでの指定管理業務の実施状況から、港区立古川さくら

児童遊園においても密接な区との連携が図られるものと判断

します。 

※審査項目は、条例・規則の規定内容に応じて定める。 

 高輪地区総合支所まちづくり課   
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 令和  4 年 12 月 5 日 

 

法 人（団体） 等 の 概 要   （ 令和 4 年 12 月 1 日現在）  

団体の名称 株式会社グリ ーバル 

所在地 東京都港区芝 1 丁目 12 番 7 号 

代表者 代表取締役 村木 孝 資本金 6000 万円 

設立年月日 平成元 年 4 月 1 日 Ｆ Ａ Ｘ  03-5444-8970 

事業経歴 

平成元年  4 月 設立     前身 株式会社日比谷花壇イ ンテリ アスケープ事業部 

                       所在地  東京都港区南麻布一丁目８ 番２ ２ 号 

平成元年  7 月         建設業（ 造園工事業）  一般建設業  取得 

平成 3 年  8 月         建設業（ 造園工事業）  特定建設業  取得 

平成 9 年 4 月         代表取締役  岡本 民雄  退任 

                       代表取締役  冷泉 清隆  着任 

                       移転    東京都港区三田四丁目７ 番２ ７ 号 

平成 17 年 12 月     代表取締役 冷泉 清隆 退任 

            代表取締役 五十嵐 優 着任  現在に至る 

平成 22 年 10 月     株式会社グリ ーバルに商号変更 

令和 2 年 1 月      移転  東京都港区芝一丁目１ ２ 番７ 号 

令和 3 年 11 月     代表取締役 五十嵐 優 退任 

            代表取締役 村木 孝 着任 

業務内容 

造園の設計・ 施工・ 管理 
室内緑化の設計・ 施工・ 管理 
展示・ 装飾の規格・ 設計・ 施工 
観光施設、 運動施設、 公園、 道路の経営及び受託運営 

観光施設、 運動施設、 公園、 道路の経営及び受託運営に関するコ ン サルタ ント  

法人運営に 関す

る 基本的な 考え

方・ 理念 

“ 緑の価値” の追求 ～緑の環境に「 感動」 と 「 共感」 を ～ 

緑の空間は、人の五感を通し てやすら ぎを 与えてく れます。私たちは、こ の緑で

創るやすら ぎの空間を 、 よ り 美し く より 快適な場へ高めて行く と 共に、 緑の中

で楽し める様々な活動を展開し て行き ます。“ 人と 自然”  “ 人と 人” を 緑でつな

ぎ、 たく さ んの出会いを生み出すこ と で、 緑の環境に「 感動」 と「 共感」 をつく

り だし ます。私たちは、緑に新たな価値を も たら すべく 、こ れから も 緑を 取り 巻

く 様々な事業に取り 組んで参り ます。  

役員・ 評議員の構

成（ 別紙添付可） 

代表取締役 村木 孝     取締役 五十嵐 優 

取締役 石黒 一弘      取締役 柳田 英樹             

取締役 藤部 拓巳      取締役 玉木 純        

取締役 坂本 哲 

監査役 臼田 光志 

 
  

参考様式２ 
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Ｉ Ｓ Ｏ 等の取得

状況 

9000s（ 品質ﾏﾈｼ゙ ﾒﾝﾄ） 取得状況 有・ 無  年  月 取得 

14000s（ 環境ﾏﾈｼ゙ ﾒﾝﾄ） 取得状況 有・ 無 2004 年 11 月 取得 

プラ イ バシーマーク 取得状況 有・ 無  年  月 取得 

 
都道府県労働局長の次世代育成

支援認定（ マーク 取得）  
有・ 無  年  月 取得 

 その他（           ） 有・ 無  年  月 取得 

職員数 

（ 内訳）  

             47 名 

正規職員       46 名 

（ 平均勤続年数     10 年）  

非常勤職員       1 名 

臨時職員        名 

人材派遣        名 

その他         名 

高齢者雇用 

の状況 

 ６ ５ 歳以上の職員数      1 名 

 ６ １ 歳から ６ ５ 歳の職員数    6 名 

障害者雇

用率 

   1 名雇用   5. 33％ 

（ 雇用すべき 人数   0 名）  

（ 法定雇用率を達成・ 未達成）  

※雇入れ計画を提出（ 済・ 未提出・ 非該当） 

※過去３ 年間に障害者雇用納付金を 滞納し

たこ と が（ ある・ ない・ 非該当） 項目に○ 

公正採用選

考人権啓発

推進員 

設置し ている（   年  月  日届出）  

設置し ていない 
１ 年間の育児休業取得

者数 

     1 名（ う ち正規職員 1 名、  

   非常勤職員       0 名）  

※ 事業経歴・ 業務内容・ 役員構成がわかるパンフ レ ッ ト 等も 添付し てく ださ い。  

※ I SO等取得し ている場合はそれを 証する書類の写し を １ 部提出し てく ださ い。  
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指定管理施設職員の職員配置表

事業者名： 株式会社グリーバル

＊ ＊ ＊ ＊

統括所長 1

巡回リーダー 1

作業リーダー 1

巡回職員 1

作業職員 2

事務所受付 6

計 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

＊複数の施設に配置されている等、事業者での雇用形態が常勤の職員（内数）

※雇用区分確認表を参照のうえ作成すること

上記職員配置表は港区立古川さくら児童遊園を含む高輪地区にある公園児童遊園26箇所を維持管理運営のために必要な職員人数で作
成。

非常勤 シルバー
人材

委託

職
種
等

非常勤
常勤

非常勤
常勤

区　分

正規（正社員）
非正規

契約社員 パート、アルバイト等 派遣

常勤
非常勤

常勤 その他

参考様式11
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※記入欄が不足する場合は適宜追加してください。 

再委託を予定している業務 
 

 

〔委託先の条件〕 

 港区の入札参加資格があること、港区における暴力団等の排除措置を受けていないこと。 

 区内中小企業や（公社）港区シルバー人材センターなどを積極的に活用すること。 

１ 

委託内容 

園路広場清掃業務・施設管理業務（給排水・電気等）・塵芥処理業務・時計塔点検 

委託を行う理由 

専門性を有する業務内容のため再委託を行い、安定した質の高いサービス提供を実施する

ため。 

委託予定金額 \1,055,736- 

委託予定先 株式会社ケイミックス 

委託予定先の所在地 東京都港区虎ノ門 1 丁目 3 番 1 号 

委託予定先の選定理由 

港区内の公園の管理業務に於いて豊富な実績があること、港区内に本社のある事業者であ

ること、港区の入札資格があること、港区における暴力団等の排除措置を受けていないこ

と等の理由から選定。 

２ 

委託内容 

遊具点検 

委託を行う理由 

専門性を有する業務内容のため再委託を行い、安定した質の高いサービス提供を実施する

ため。 

委託予定金額 \11,000- 

委託予定先 日都産業株式会社 

委託予定先の所在地 東京都杉並区宮前 5 丁目 19 番 1 号 

委託予定先の選定理由 

港区内の公園の遊具点検業務に於いて豊富な実績があること、港区の入札資格があること、

港区における暴力団等の排除措置を受けていないこと等の理由から選定。 
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